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弁理士というネーミングの由来 
 

会員 浅野 勝美 
 

１．われわれの資格「弁理士」はどのような由来でネー

ミングされたのであろうか。私は今年で弁理士27年に

なるが，未だに解決していない。合格したての頃先輩

から昔は弁護士が弁理士を兼ねることが多く，その当

時は「特許弁理士」と称していたので名刺に表示する

上で甚だ格好が悪い。そこで共に 3文字になる「弁理

士」と改称したのだと聞いた。本当かなと思っていた

が，一応信じていた。しかし，弁理士と弁護士とでは

「弁」の文字が異なる。 

 弁理士の「弁」は「辨」である。この字は中央が「刀」

で，刀をもって二つに分ける意味を表わし，①「わき

まえる。分別する。明らかにする」，②「区別して明ら

かにする。おさめる。道理を説きあかす。あらそう。

言論にひいでている」等の字義がある（角川「新字源」

小川環樹他編）。 

 弁護士の「弁」は「辯」であり，言葉をもって人を

弁護し，その人の立場を護るのである。 

２．「弁護」の語は「その人のために申し開きをして，

その立場を護ること」（三省堂「大辞林第二版」松村明

編）の意を有するから，弁護士の職務内容を容易に連

想せしめる。しかし，「弁理」の語の意は「物事を判断

し処理すること」（前掲「大辞林」）であり，弁理士の

職務内容を容易に連想せしめない。法律用語としては，

「弁理公使」（外交使節の第 3 階級であり，名誉と席次

において特命全権公使に次ぎ，代理公使に優先する（有

斐閣「新版法律学辞典」我妻栄他編））があるが。一

時「理」は条理の理であって，「物事のすじ道。こと

わり。道理」をわきまえた人が弁理士だと考えよう

とした。 

 しかし，何か釈然としなかった。「特許弁理士」は政

府原案では「特許辯理士」であったからである（弁理

士会発行「弁理士制度 100 年史」第 32 頁）。このこと 

は，弁理士のネーミングは「弁」の文字ではなく，「理」

の文字がキーワードであることを示唆していないであ

ろうか。 

３．ある日，実は小稿を書いている朝方であるが，「理」

は「因縁なり」ということが突然閃めいた。以前読ん

だことがある「般若心経」の初心者向け解説文の一行

からであった。「理」を「辨」ずる，即ち，「因果関係

を明らかにする」のが弁理士なのである。何の因果関

係か。それは解決手段（クレーム）と解決課題（発明

目的）との間を理由付ける因果関係である。発明者の

した発明を分析・再構成して特許請求すべき範囲を設

定し，これを解決課題との関係から明細書において自

然法則に則って十分に理由付けする。この弁理士の基

本的な職務内容を 3 文字の中に見事に集約したのが弁

理士の語なのである。漢文の素養が高かった先人だか

らこそ出来たネーミングであろう。よって，弁理士に

は，明細書においてこのネーミングに相応しい職務を

執行すべき責務がある（明細書の意義及び構造につい

ては，弁理士制度百周年記念・発明の日記念講演会「誰

にでもわかる明細書の話」（弁理士会主催，1999年4 月

16 日，弁理士会館）及び(社)発明協会発行「発明」

Vol.97 2000「クレーム解釈論」に詳しく述べた）。 

４．商標との関係はどうなるのであろうか。商標条例

の制定は明治 21 年の特許条例よりも早い明治 17 年で

あったが，弁理士の最初の根拠法である特許代理業者

登録規則の公布は明治 32 年，特許弁理士令の公布は明

治 42 年であり，いずれも「特許」の文字が冠されてい

た。「特許庁」も「特許商標庁」とネーミングされなかっ

た。発明が製品化され，マーケットに出るに当たり商

標を付されるというステップは一貫業務であり，商標
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が発明製品に基づくことから，「特許」業務をする「弁

理」の文字の中に商標に関する業務をも含ませていた

のではないだろうか（そう言えば『パテント』の前身

誌は『特許と商標』であった）。 
 

５．以上「弁理士というネーミングの由来」に託けた

筆者の初夢に付き合って頂いた。弁理士のネーミング

に関する文献的な研究は既に立派なものがたくさんあ

る。まず，弁理士会発行の「弁理士制度 100 年史」「弁

理士制度 90 周年記念誌」及び「弁理士制度八十年史」

がある。また，桑原英明会員「弁理士という名称の由

来について」（パテント 1998．Vol.51 No.6）及び久保

司会員「『辨』と『辯』との往来について」（パテント

2001．Vol.54 No.7）がある。前者は弁理士制度 100

周年記念事業の一環としてなされた「100 年史」の編

集委員である著者がその豊富な資料を下に制度史的・

字義的考察を行ない，説得力のある結論を導き出して

いる｡＊ 

 このように既に立派な論考があるにもかかわらず，

小稿を上梓するのは，願わくば，「弁理士」というネー

ミングから弁理士が（「明細書」を通して）発明を保護

する人というイメージを連想させるようになってほし

いという想いからである。弁理士の最大の武器は「明

細書」の作成能力であり，これは他の士業がしたくて

も出来ないところであろう。侵害訴訟代理権の獲得が

現下弁理士の最大の関心事であるが（久保会員の前掲

論文もこの面から「弁理士」のネーミングを取り上げ

たものである），社会がこれに積極的なのもやはり明細 

書に関する弁理士の能力に期待するからであろう。 

 発明の保護は技術を単に書き写すだけでは足りない。 

権利行使に耐えるクレームを創り上げ，これを十分に

理由付ける必要がある。いわば，写真ではなく，絵画

に仕立てる必要がある。ここに法律と技術を融合する

能力が必要なのである。 

 よって，弁理士の現代的な意義は制度当初が予定し

た「辨理」の字義からくる単なる「事務処理｣(注1)では

もはやない。高度な技術が複雑に絡み合った現代にお

いて，権利活用を視野に入れた上での権利取得という

離れ技に近いものが求められる。しかし，我々はこの

難事を日常的にこなしているのであり，ここに社会の

尊敬と期待があると考えている。小稿を記した所以で

ある。 

 

＊以上からすると，明治時代の識者，特に国会や政府関係者

の語感として辨理は，「議判」や「特命全権公使」よりも

制限的な権限を有しかつ書面の取扱いが主になる人と

いった語感が強かったかと筆者は考える。 

  明治時代は官の強い時代であったから，裁判官等の官職

を総裁や大使にみたて，当時社会的地位を高めかつあらゆ

る分野での代理が可能な法律専門家としての弁護士を議

判や特命全権公使にみたて，特許局に対する技術内容等を

中心とした書面の取扱いが主となる特定の分野のみの制

限的代理人を弁理の人や辨理公使にみたて辨理士と名付

けたのであろう。加えて，後述するように辨理という言葉

の意味が特許等の代理人の業務内容と矛盾しないことか

ら辨理という言葉が素直に受け入れられたのであろうと

筆者は考える。（アンダーラインは筆者が付す） 

（原稿受領 2001.10.8） 

 


